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児
童
扶
養
手
当
制
度

離
婚
な
ど
の
理
由
で
、
父
ま
た
は
母
と
生

計
を
別
に
し
て
い
る
児
童
を
養
育
す
る
家
庭

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
額

受
給
資
格
者
と
扶
養
義
務
者（
同
居
し
て

い
る
親
な
ど
）の
所
得
に
応
じ
て
区
分
さ

れ
、
こ
の
区
分
は
毎
年
、
現
況
届
の
審
査

状
況
で
見
直
さ
れ
ま
す
。

事
実
婚
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

事
実
婚
と
は
、
夫
婦
と
し
て
の
共
同
生
活

と
認
め
ら
れ
る
事
実
関
係（
定
期
的
訪
問
が

あ
っ
て
、
定
期
的
な
生
活
費
の
補
助
を
受
け

て
い
る
な
ど
。
同
居
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

が
存
在
す
る
状
態
で
す
。

事
実
婚
の
場
合
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
手
当
を
受
け
て
い

て
事
実
婚
の
状
態
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
人

は
、
す
ぐ
に
資
格
喪
失
の
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象　

次
の
全
て
を
満
た
す
人

・
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険

者
、
ま
た
は
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ

る
被
保
険
者
ま
た
は
被
扶
養
者

・
市
内
に
住
所
が
あ
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
父

ま
た
は
母
と
そ
の
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

児
童
、
ま
た
は
父
母
の
な
い
児
童

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す

▼
助
成
期
間

・
児
童　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の　

３
月
31
日
ま
で

・
父
・
母
な
ど　

扶
養
し
て
い
る
児
童
が
20

歳
に
な
る
誕
生
月
の
末
日
ま
で

▼
助
成
額

助
成
対
象
者
が
支
払
っ
た
保
険
診
療
の
一

部
負
担
金
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
額

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は
、
受
給
資
格
確

認
の
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
者
に
は
７
月
下
旬
に
関
係
書
類
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
11
月
以
降
の

手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
２
年
以
上
届
け
出
が
な
い
と
受

給
権
が
な
く
な
り
ま
す
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　

８
月
31
日
㈭

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
専
門
的
な
資

格
取
得
の
た
め
修
学
が
必
要
な
場
合
、
生
活

費
の
負
担
を
軽
減
す
る
給
付
金
で
す
。

▼
対
象　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
中
、
ま
た
は
同
様
の

所
得
水
準
で
あ
る
人

・
養
成
機
関
で
１
年
以
上
の
教
育
課
程
を
受

け
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
人

・
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
学
の
両
立
が
困
難

だ
と
認
め
ら
れ
る
人

※
令
和
５
年
４
月
か
ら
令
和
６
年
３
月
ま
で

に
修
業
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
６
カ
月

以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
修
業
が
予
定
さ

れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
ま
す

▼
対
象
資
格

　

看
護
師
、
保
育
士
な
ど
33
資
格

▼
支
給
額

訓
練
促
進
給
付
金

①
市
民
税
非
課
税
世
帯　

月
額
10
万
円

②
①
以
外
の
人　

月
額
７
万
５
０
０
円

※
修
業
期
間
中
は（
上
限
３
年
）、
申
請
日
の

属
す
る
月
か
ら
月
単
位
で
支
給
し
ま
す

修
了
支
援
給
付
金

①
市
民
税
非
課
税
世
帯 　

５
万
円

②
①
以
外
の
人　

２
万
５
０
０
０
円

※
修
了
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
支
給

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
、
就
業
に
つ
な

が
る
よ
う
な
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、
受
講

修
了
後
に
受
講
経
費
の
一
部
を
支
給
す
る
給

付
金
で
す
。

▼
対
象　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
児
童
扶
養
手
当
受
給
中
、
ま
た
は
同
様
の

所
得
水
準
で
あ
る
人

・
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職
に

就
く
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
人

▼
指
定
対
象
講
座

雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付

金
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
、
専
門

実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
指
定
教
育
訓
練

講
座

▼
支
給
額

支
払
っ
た
入
学
金
、
受
講
料
の
合
計
額

の
60
％
に
相
当
す
る
額
を
支
給（
上
限
あ

り
）。
１
万
２
０
０
０
円
を
超
え
な
い
場

合
は
支
給
し
ま
せ
ん
。

※
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
教
育
訓
練
の
給
付
を

受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
金
額
を
差
し

引
い
た
金
額
を
支
給
し
ま
す

※
受
講
開
始
前
に
申
請
し
、
講
座
の
指
定
を

受
け
な
け
れ
ば
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
へ
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
課　

障
が
い
福
祉
班　

☎
０
９
６（
２
４
８
）１
１
４
４

休
日
・
時
間
外
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

手
続
き
が
で
き
ま
す

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課　

☎
０
９
６（
２
４
８
）１
１
１
３

各
種
手
当
紹
介

完
全
予
約
制

各
種
制
度
紹
介

在
宅
で
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人
に
手
当

を
支
給
し
ま
す
。

各
種
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当

▼
月
額　

２
万
７
９
８
０
円

▼
対
象　

身
体
や
精
神（
知
的
）に
著
し
く
重

度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の

人
▼
障
が
い
の
程
度

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
と
療
育

手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
程
度
の
重
度
の
障
が
い

が
２
つ
以
上
ま
た
は
そ
れ
と
同
程
度
の
障

が
い

※
施
設
入
所
者
や
、
継
続
し
て
３
カ
月
を
超

え
て
入
院
し
て
い
る
人
は
対
象
外

障
害
児
福
祉
手
当

▼
月
額　

１
万
５
２
２
０
円

▼
対
象　

身
体
や
精
神（
知
的
）に
重
度
の
障

が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
人

▼
障
が
い
の
程
度

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
、
ま
た

は
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
程
度
の
障
が
い

※
施
設
入
所
者
な
ど
は
対
象
外

特
別
児
童
扶
養
手
当

▼
月
額　

１
級　

５
万
３
７
０
０
円

　
　
　

２
級　

３
万
５
７
６
０
円

▼
対
象　

心
身
に
一
定
以
上（
重
度
～
中
程

度
）の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
家
庭
で
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど

※
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
場
合
は
対
象
外

現
況
届（
所
得
状
況
届
）は
忘
れ
ず
に

・
特
別
障
害
者
手
当

・
障
害
児
福
祉
手
当

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

こ
れ
ら
の
手
当
の
受
給
者
は
、
受
給
資
格

要
件
確
認
の
た
め
、
毎
年
８
月
１
日
現
在
の

状
況
を
記
載
し
た
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。必

要
書
類
な
ど
は
受
給
者
に
直
接
通
知
し

ま
す
。
提
出
が
な
け
れ
ば
８
月
以
降
の
手
当

を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず

に
届
け
出
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
間

８
月
10
日
㈭
～
31
日
㈭

※
期
間
内
の
提
出
が
困
難
な
人
は
ご
相
談
く

だ
さ
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
・
時
間
外
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き
が
で
き

ま
す
。
電
話
で
予
約
し
て
来
庁
し
て
く
だ
さ

い
。

※
予
約
な
し
で
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん

※
予
約
が
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
受
け
付

け
を
終
了
し
ま
す

▼
と
き

・
第
１
・
第
３
土
曜
日（
受
け
取
り
の
み
）

８
月
５
、
19
日
、
９
月
２
、
16
日

午
前
９
時
～
午
後
０
時
30
分

・
第
２
・
４
日
曜
日

８
月
13
、
27
日
、
９
月
10
、
24
日

午
前
９
時
～
午
後
０
時
30
分

・
第
３
水
曜
日

８
月
16
日
、
９
月
20
日

午
後
５
時
15
分
～
７
時

※
10
月
以
降
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
お
知
ら
せ
カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲
載

し
ま
す

▼
と
こ
ろ　

市
民
課
の
み

▼
休
日
・
時
間
外
窓
口
で
で
き
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き

・
発
行
申
請

・
受
け
取
り

・
更
新（
カ
ー
ド
の
切
り
替
え
）

・
券
面
事
項
変
更

・
電
子
証
明
書
の
新
規
発
行
お
よ
び
更
新

（
発
行
か
ら
５
年
経
過
）

・
ロ
ッ
ク
解
除（
暗
証
番
号
再
設
定
）

※
第
１
・
第
３
土
曜
日
に
で
き
る
手
続
き

は
、
受
け
取
り
の
み
で
す

▼
持
っ
て
く
る
も
の

そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
き
で
必
要
な
も
の
が
違

い
ま
す
。
詳
し
く
は
予
約
時
に
確
認
す
る

か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

支給対象児童１人の場合
　全部支給…月額44,140円
　一部支給…月額44,130円～10,410円
支給対象児童２人目
　月額10,420円～ 5,210円加算
支給対象児童３人目以降
　１人につき月額6,250円～3,130円加算

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
へ
の
制
度

�

●
問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援
課　

子
ど
も
家
庭
班　

☎
０
９
６（
２
４
８
）１
１
６
２

※所得制限があるため、所得が限度額以上ある場合
は支給停止となります

▲市ホームページ




